
県
道

道
路
の
種
類

第

二

千

九

百

三

十

一

号

平

成

三

十

年

三

月

二

十

日

岩

井

高

山
線

停
車
場

路
線
名

高
山
市
山
口
町
三
九
六
八
番

一
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
一
三
〇
二
番

五
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜�･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

(

火
曜
日)

���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
六
三
ペ
ー
ジ

○
建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
に
関
す
る
告
示

の
一
部
改
正

(

建
築
指
導
課)

一
六
四

○
平
成
記
念
公
園
の
名
称
及
び
区
域
の
変
更

(

都
市
公
園
課)

一
六
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
六
四

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
等
の
変
更

等

(
同

)

一
六
五

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

健
康
福
祉
政
策
課)

一
六
六

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)
一
六
六

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所

(

都
市
整
備
課)
一
六
六

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

同

)

一
六
七

正

誤

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
中
訂
正

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
六
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
九
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日



県
道

道
路
の
種
類

鼠

餅

古

川
線

路
線
名

飛�
市
古
川
町
上
気
多
字
大

沼
七
六
七
番
四
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

七
七
五
番
六
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
号

建
築
士
法
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
告
示
第

六
百
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
一
号
中｢

卒
業
し
た
後｣

の
下
に｢(

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
よ

る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後)｣

を
加
え
、
同
号
の
表
中｢(

昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号)｣

を
削
り
、
同
表
注�
注�
中｢(

昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号)｣
の
下

に｢

又
は
専
門
職
大
学
設
置
基
準(

平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
三
号)｣

を
、｢

(

昭
和
五

十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号)｣

の
下
に｢

又
は
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準(

平
成
二
十
九
年
文
部

科
学
省
令
第
三
十
四
号)｣

を
加
え
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
一
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
記
念
公
園
の
名
称
及
び
区
域
を
変
更
す
る
の
で
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

名
称

ぎ
ふ
清
流
里
山
公
園

二

区
域

別
図
の
と
お
り(

別
図
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
公
園
整
備
局
都

市
公
園
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。)

三

面
積

約
一
〇
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

四

変
更
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日選

挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

121,182

48,909

42,386

42,822

55,884

31,587

17,828

66,104

73,459

93,837

75,759

147,994

339,656

総
数
(人
)

40,394

16,303

14,129

14,274

18,628

10,529

5,943

22,035

24,487

31,279

25,253

49,332

113,219

３
分
の
１
の
数
(人
)

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

42,527

57,423

20,042

28,777

24,779

38,902

29,785

28,325

35,999

43,067

21,139

42,116

23,269

95,098

14,176

19,141

6,681

9,593

8,260

12,968

9,929

9,442

12,000

14,356

7,047

14,039

7,757

31,700
１
平
成
30年
３
月
１
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
1,688,655人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,774人
３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

311,082人
４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
名
称
等
の
変
更
等
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
名
称
等
を
変
更
し
た
施
設
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土
岐
市

恵
那
市

市
町
村
名

恵
那
市

市
町
村
名

土
岐
市
西
部
体
育
館

土
岐
市
肥
田
体
育
館

上
矢
作
林
業
セ
ン
タ
ー

サ
ン
ホ
ー
ル
く
し
は
ら

明
智
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

ア
グ
リ
パ
ー
ク
恵
那
総
合
管
理
セ

ン
タ
ー

施
設

の
名

称

串
原
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

施
設
の
名
称

変
更

後
の

名
称

恵
那
市
串

原
3146番
地
３ 所
在
地

300人

収
容
人
員土
岐
市
下
石
町
1015番

地
の
１

土
岐
市
肥
田
町
肥
田
1740番

地

恵
那
市
上
矢
作
町
1820番

地
１

恵
那
市
串
原
3150番

地

恵
那
市
明
智
町
大
田
877番

地
17

恵
那
市
長
島
町
永
田
600番

地
６

所
在

地

串
原
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

施
設
の
名
称

変
更

前
の

名
称

恵
那
市
串

原
3171番
地
１ 所
在
地

60人

収
容
人
員

２
指
定
を
取
り
消
し
た
施
設公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
予
定
数
量
岐
阜
県
健
康
科
学
セ
ン
タ
ー
で
使
用
す
る
電
気
2,535,

000kW
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
29年
12月
６
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
１
月
19日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
６
番
３
号

株
式
会
社
エ
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役
武
田
勉

６
落
札
金
額
34,831,888円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
保
健
環
境
研
究
所
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
各
務
原
市
那
加
不
動
丘
一
丁
目
１
番
地

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

可
児
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
一
月
十
五
日
か
ら

同

年
一
月
二
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
市

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
多
治
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見
駅
南
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
当
該
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

理
事
長
の
氏
名

赤
塚

勝
彦

二

理
事
長
の
住
所

多
治
見
市
本
町
一
丁
目
九
〇
番
地
の
三

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

高
島
屋
南
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
か
ら

平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

事
業
計
画
書
に
お
い
て
表
示
す
る
と
お
り

四

事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
神
田
町
六
丁
目
七
番
地
二

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
十
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
七
日

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

平
成
三
十
年
二
月
六
日
第
二
千
九
百
十
九
号

設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号)

六
二
頁
表
中｢金

子
修
平
後
援
会
｣

は｢金
子
俊
平
後
援

会
｣

の
、｢金

子
修
平
｣

は｢金
子
俊
平
｣

の
誤
り
。

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

平
成
三
十
年
三
月
二
日
第
二
千
九
百
二
十
六
号

設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公

表(

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号)

一
一
二
頁
表
中｢自

由
民
主
党
飛�
市
北
支
部
｣

は

｢自
由
民
主
党
飛
騨
市
北
支
部
｣

の
誤
り
。
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平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


